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第 363号 2025年 1月 31日 

1980 年代に軍事運用された海外移転航空機 

——過去事例が語る防衛装備移転への歴史的示唆 

戦史研究センター国際紛争史研究室所員 石原 明徳 

はじめに 

昨近の一般報道において、国内外で我が国の防衛装備移転の話題がたびたび紙面を賑わせている1。こ

れらに関する報道の中で、豪州では我が国の艦艇移転実績の少なさへの懸念を示す報道も見られる2。移

転対象を防衛装備全般に広げたとしても、2014 年の防衛装備移転三原則以降の我が国の防衛装備移転実

績は、たしかに少ないと言わざるを得ないだろう3。だが、多くは知られてはいないものの、戦後だけに

限定しても我が国から海外移転された装備品が外国で軍事運用された事例は相応の件数が存在する4。 

現在の我が国の防衛装備移転の枠組みは「卵」に例えると捉えやすい。対外経済政策が卵の「殻」であ

り、安全保障貿易管理政策が卵の「白身」にあたる。そして、防衛装備移転政策が卵の「黄身」だと言え

るだろう。対外経済政策が卵の「殻」にあたる所以は、戦後この枠組みが基本的には「経済政策」の立て

付けの中で構築されてきたためである5。卵の「白身」にあたる安全保障貿易管理政策の源流は、1950 年

代から参加したココム（Coordinating Committee for Multilateral Strategic Export Controls: COCOM）規

制に遡る。ココム規制は冷戦期における西側諸国の対共産圏向け輸出管理枠組みであり、その性格は基

本的に安全保障だと言えた。ココム規制に基づく我が国の輸出管理体制は長らく脆弱な状況にあったが、

1987 年に発覚した「東芝機械事件」を契機に官民双方に安全保障貿易管理体制整備の必要性が明確に認

識され、1980 年代末には現在まで続く安全保障貿易管理体制が確立している6。そして、卵の「黄身」に

あたる防衛装備移転政策は 1976 年に三木内閣で閣議決定された「武器輸出三原則等」により最厳格化し

ていたが、その緩和は 1980 年代から始まった7。 

本稿では、我が国の防衛装備移転政策史の一つのターニング・ポイントである 1980 年代に焦点を当

て、1980 年代当時に外国で軍事運用された海外移転航空機事例を紹介したい。これらの事例の態様は大

きく２つに区分されるが、我が国から外国軍に直接移転された事例は認められない。これらの過去事例 

から、今後の防衛装備移転政策への歴史的示唆が得られれば幸いである。 
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1980年代の防衛装備移転を巡る状況 

戦後冷戦史のうち、1979 年末から 1980 年代半ば頃までの時期は、しばしば「新冷戦」と呼ばれる。

1970 年代のデタントは終焉を迎え米ソの対立が再び激化の一途をたどっていたこの時期、未曾有の対日

貿易不均衡を背景に、米国は日本に対して防衛努力要請と積極的な市場開放を要請していた。当時の中

曽根内閣は、具体的かつ積極的な対米関係強化施策を次々と実施し、防衛面でも米国の要請に応えた様々

な施策が行われた。防衛予算の増額が行われ、当時、米国を凌駕するとされたデュアル・ユース技術の技

術供与要請に応え、「武器輸出三原則等」の例外化を行い米国への武器技術供与を解禁した。 

1980 年代の我が国の安全保障貿易管理体制下では、ココム規制による規制対象品目は「戦略物資」と

呼ばれ、輸出に際し可否判断を要する品目に指定されていた。これらの品目の仕向け国が共産圏諸国の

場合には、機能的に高度なものは輸出不許可とされた。だが、ココム委員会の規制内容自体が非公開であ

ったことからその許可基準は輸出企業にとって不明確であり、当時の輸出管理手続きそのものも実効性

に乏しく輸出企業の安全保障の観点からの貿易管理意識も非常に希薄なものだった8。一方、当時の防衛

装備移転政策は「武器輸出三原則等」により事実上禁輸との政治判断がなされていた。このため、当時の

枠組みでは「直接戦闘の用に供される」ものにあたる「軍用航空機」は「武器輸出三原則等」により事実

上の禁輸とされていたが、「汎用品」に区分される「航空機」は輸出許可を要する品目に指定されており、

仕向け国の陣営により輸出可否が判断されていた。 

また、経済政策の枠組みとは異なる安全保障政策上の枠組みとして、米国との間で自衛隊装備品に関

する協定が締結されていた9。1980 年代は、自衛隊発足当初に米国から貸与・供与された装備品や米国か

らの資金援助により日本国内で自衛隊向けに製造・運用された装備品の多くが用途廃止された時期でも

あった。これらの用途廃止装備品には米国への返還義務が課せられており、在日米大使館に所在する相

互防衛援助事務所（Mutual Defense Assistance Office: MDAO）の指示により、各自衛隊補給機関での現

地処分又は所定の在日米軍基地への返還が行われた。 

YS-11の事例 

合計 182 機が製造され、1965 年から就役を開始した戦後初の国産旅客機である「YS-11」は、自衛隊

機として海上・航空自衛隊で計 23 機が運用された。「YS-11」は、就役年である 1965 年からリース契約

を含み 12 カ国、16 社の航空会社に計 75 機が海外移転された10。ヨーロッパで最大の「YS-11」ユーザー

となったのはギリシャのオリンピック航空であり、短期リースの 2 機を含め最盛期には 10 機の「YS-11」
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を保有していた。 

ギリシャ空軍は、1980 年から 1981 年にかけ、オリン

ピック航空が使用していた計 6 機の「YS-11」を購入した。

ギリシャ空軍が購入した「YS-11」は、1970 年から 1971

年にかけて同国オリンピック航空向け旅客機として新造

されたものであり、ギリシャ空軍に売却された 6 機は、

当時オリンピック航空が保有していた「YS-11」全機であ

った11。ギリシャ空軍は新輸送機調達までの一時的な対応

策として「YS-11」を導入しており、同空軍の「C-130」輸

送機を補完してその運用寿命延伸に貢献した。 

ギリシャ空軍は 1981 年から 2010 年まで「YS-11」を輸送機として運用し、うち 1 機は VIP 輸送用とし

て使用された。なお、ギリシャ空軍は欧州における唯一の日本製軍用機使用国として、自軍 HP 上で本機

を紹介している12。 

本事例の態様は、「『汎用品』海外移転航空機が二次移転され、軍事運用されたもの」だと言えよう。 

MU-2の事例 

三菱重工が民間機として独自開発した小型多用途機「MU-2」は、1965 年の就役から 1987 年の生産終

了まで 762 機もの多数が生産され自衛隊機として陸上・航空自衛隊で計 53 機が運用された。「MU-2」は

米国を中心とした小型民間機市場で高い評価を受けており、計 26 カ国に 703 機もの多数が海外移転され

ている13。三菱重工は 1988 年に小型民間機事業を米国のビーチ・エアクラフト社に移管しこの分野から

一時撤退したが、「MU-2」事業は 1998 年に三菱重工に再移管されており、現在でも米国内に 3 カ所、欧

州、南米に 1 カ所のサポート拠点が設けられ今なお多数が運用され続けている14。多数が海外移転された

「MU-2」は、1980 年代に少なくとも 4 カ国での軍事運用事例が確認されている。 

1982 年のフォークランド戦争時、アルゼンチン軍は多

数の民間機をその指揮下で運用した。フォークランド戦

争中、アルゼンチン空軍指揮下に民間機航空隊「不死鳥航

空隊」（Escuadrón Fénix）が編成されており、同航空隊で

3 機の「MU-2」が運用されたほか、1 機の「MU-2」が他

 

 

 

 

 

ギリシャ空軍「ＹＳ-11」 

https://www.haf.gr/history/historical-aircraft/ys-11a/ 

アルゼンチン空軍「MU-2」 

https://escuadronfenix.org.ar/aeronaves-y-tripulantes-

del-escuadron-fenix-malvinas-1982/ 
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部隊で運用された15。 

フォークランド戦争中にアルゼンチン軍指揮下で運用された民間機は、英機動部隊に対する洋上捜索

やフォークランド諸島への空輸など多くの任務に従事し、戦争中に失われた機体も多い。当時者団体に

より「MU-2」がフォークランド諸島周辺で「プカラ」軽攻撃機編隊の先導任務等に従事したことが紹介

されているが、資料的制約からフォークランド戦争下での運用状況の詳細や、これらの機体の来歴は明

らかではない16。 

1985 年には、ドミニカ空軍での「MU-2」の運用事例が確認できる。ドミニカ空軍は軽輸送機として

「MU-2J」型機を少なくとも１機運用していた17。この機体についても、資料的制約からその来歴は明ら

かではない。 

また、軍の保有機として直接軍事運用されたものではないものの、軍事支援役務（Operational Contract 

Support：OCS）により民間軍事会社（Private Military Company または Private Military Contractor：PMC）

保有機が軍の指揮下で軍事運用された事例が見られる。 

スウェーデンでは、スウェーデン軍と契約した PMC による OCS での「MU-2」の軍事運用事例が 1985

年以降確認できる。このような PMC 保有民間機を用いた OCS は 1990 年代以降急速に普及しているが、

スウェーデンの事例はその先駆的事例とも言える18。 

1980 年代のスウェーデンでの OCS では、スウェーデ

エアー社（Swedair）、ナイジェ・エアロ社（Nyge Aero）

の 2 社、10 機の「MU-2」が標的曳行・電子戦訓練役務の

ために運用された19。これらの機体のうち、ナイジェ・エ

アロ社の「MU-2」2 機が 1986 年に訓練中の事故により

喪失しているが、うち 1 機は射撃訓練時の誤射によるも

のだった20。 

1989 年にスウェーデエアー社の航空標的器材部門がエアー・ターゲット・スウェーデン社（Air Target 

Sweden）として分社化、訓練支援航空機運用部門がサーブ社（SAAB）に合併・移管されており、その後

1999 年にはサーブ社にナイジェ・エアロ社が合併・統合され現在に至っている21。 

「MU-2」は欧州市場には 10 カ国に計 35 機が直接移転されているが、スウェーデン向け「MU-2」の

移転記録は 1985 年以前から見られる22。スウェーデエアー社、ナイジェ・エアロ社が運用した機体は、

直接移転されたものもあれば、第三国や複数国を経由したものもあり、機体ごとに来歴は様々なことか

ら全ての機体の詳細な来歴追跡は困難である。 

 

 

ナイジェ・エアロ「MU-2」 

https://www.airhistory.net/photo/110824/SE-IUA 

https://www.airhist/
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1987 年には、米軍と契約した PMC による OCS での「MU-2」運用事例が確認できる。 

フライト・インターナショナル・オブ・フロリダ社

（Flight International of Florida）は、1987 年からフロリ

ダ州ティンドール米空軍基地（Tyndall AFB）を拠点として

訓練支援役務のため 7 機の「MU-2」を運用した23。これ

らの機体も来歴は様々であり全ての機体の詳細な来歴追

跡は困難である。 

1989 年 2 月 28 日には、同社「MU-2」1 機が訓練支援

役務後に事故により失われている24。 

本事例の態様も、「『汎用品』海外移転航空機が二次移転され、軍事運用された事例」だと言える。 

民間機として 700 機以上の多数が販売された「MU-2」は運用寿命も長く、同一機体が複数国の企業間

で転売を繰り返されながら長期間運用される例も多い。このような特性から、個々の機体来歴の完全な

追跡は不可能であった25。このように、本事例は、海外移転後の管理が非常に困難とされる「汎用品」の

特性が如実に表れた事例だと言えよう26。 

F-104J／DJの事例 

航空自衛隊主力戦闘機の第二世代にあたる「F-104J／DJ」は、完全輸入、ノックダウン／ライセンス生

産の形式で航空自衛隊に導入され、ノックダウン／ライセンスでの日本国内生産の主契約は三菱重工名

古屋航空機製作所が担った。「F-104J／DJ」は航空自衛隊に 1962 年から 1967 年までの短期間に 230 機が

納入された。 

「F-104J」のライセンス国産にあたり米国から資金援助が行われ、「F-104J／DJ に関する日米取り極め」

に基づき、米政府から日本政府に贈与された資金が特定の物品購入（F-104J／DJ 完成機、部品の購入そ

の他）及び役務（ロッキード社の日本における駐在技術員の技術援助業務）に充当された。最終的な日米

の経費分担は、日本側約 72％、米国側約 28％となっている27。また、ライセンス生産中にも各部品の国

産化が進展した結果、最終段階での国産化率は機体が 65％、エンジンが約 80％、電子機器が約 76％に

達した。このため、「F-104J」は結果的に米国で生産された「F-104」各型とは細部仕様が相当異なるもの

となった。 

航空自衛隊の「F-104J／DJ」は「F-4EJ」、「F-15 J／DJ」の就役により順次用途廃止が進み、1986 年 3 月

 

 

フライト・インターナショナル「MU-2」

https://www.airhistory.net/photo/655344/N709DM 
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に航空自衛隊最後の「F-104」飛行隊が解隊され、航空自衛隊の「F-104J／DJ」は無人標的機「UF-104J／

JA」に改造された機体を除き用途廃止されている。米国からの資金援助により自衛隊向けに製造・運用さ

れた装備品の用途廃止後の返還義務が本件にも適用された結果、用途廃止となった「F-104J／DJ」は、資

金援助相当分が米国に返還されることとなった。該当した機体の多くは MDAO から日本国内での現地処

分指示を受けたが、程度の良い機体は米軍への返還指示を受けた。米国にはアリゾナ州の砂漠に所在す

るデビスモンサン空軍基地（Davis-Monthan AFB）などの退役軍用機保管場があり、米国の退役軍用機は

モスボール保管され海外軍事援助などの所要があれば再整備され援助国に交付される28。航空自衛隊での

用途廃止「F-104J／DJ」は MDAO からの返還指示まで航空自衛隊岐阜基地に集積され、第 2 補給処の管

理下にあった。 

台湾空軍は、米国の同盟国の中で最も早く「F-104」戦闘機を導入していた。1960 年 5 月の「F-104A」

の配備以降 1998 年 5 月まで「F-104」各型多数を運用しており、「F-104」戦闘機は 1960 年代から 1990

年代の戦闘機部隊主力として長期間台湾の防空任務を担っていた。 

1979 年、カーター政権下の米国は「台湾関係法」により台湾の安全保障への関与と武器売却継続を保

障しつつ、米中国交正常化と米華断交を行った。同年 11 月に台湾側が米国に示した兵器売却要望リスト

では高性能戦闘機の優先順位が最も高かったが、翌年米国が発表した台湾への売却兵器は「台湾関係法」

に基づく「防御的性質の武器」とされ、台湾空軍の老巧化した「F-104」の更新用として米国から「F-104」

が台湾に提供されることとなった。同年、米国のレーガン新政権への移行が確定すると、台湾側は新世代

戦闘機「F-16」の売却を要望している。 

米国レーガン政権は対ソ戦略を最優先した結果、中国への武器売却禁止を解除し武器輸出を開始する

とともに、「台湾関係法」に基づく「防御的性質の武器」の台湾への提供を進めた。だが、台湾が新世代

戦闘機である「F-16」戦闘機や「ミラージュ 2000」戦闘機、米国の支援を受け自主開発した「IDF」戦闘

機の戦力化を終えたのは 1990 年代に入ってからのことであり、1980 年代に米国から台湾に提供された

「F-104」はその間の「繋ぎ」であった。台湾に提供された「F-104」は、世界各国から用途廃止により米

国に返還された 様々な形式の「F-104」であった29。 これらの機体形式が統一されなかった理由は、「繋

ぎ」とは言え台湾が必要とした機数は多数にのぼり、これらを揃えるためには、米国自らが使用した「F-

104」だけでは賄うことができず、我が国を含めた世界各国で使用された様々な型式の機体の提供を許容

せざるを得なかったためであった。 

台湾空軍の「F-104」取得計画は「阿里山」計画と呼ばれ、「阿里山 8 号」計画として 1983 年から米国

内の訓練基地で使用されていた西独空軍の用途廃止「F-104G」66 機が台湾に売却されている30。1988 年

からの「阿里山 10 号」計画ではデンマーク空軍の用途廃止「F-104G／TF-104」18 機が、1990 年からの
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「阿里山 11 号」計画で部品取り機としてベルギー空軍の用途廃止「F-104G／TF-104G」24 機が売却され

た31。 

「F-104J／DJ」の台湾側での取得計画は「阿里山 9 号」計画と呼ばれ、1986 年から台湾での再配備が

始まっている。米国は用途廃止後に返還された「F-104J／DJ」から、台湾に 37 機（「F-104J」31 機、「F-

104-DJ」6 機）を売却している。これらのうち、「F-104J」20 機、「F-104DJ」5 機が台湾空軍で運用され

たほか、残りの 12 機は部品取り機となった32。 

台湾空軍での「F-104」は極めて事故率が高く、運用さ

れた 8 形式 238 機の「F-104」のうち、114 機もの多数が

事故損耗している。台湾空軍が使用した「F-104J／DJ」は

最も多く運用された「F-104G」とは規格が異なる部品が

多く、補用部品補充が困難であった。台湾側が日本語の技

術図書類に通じていないこともあり、台湾空軍での「F-

104J／DJ」の整備補給体制の維持は困難だったとされて

いる。 

台湾空軍での「F-104J／DJ」は 1 個飛行隊で集中運用され、部品互換性が低い他の「F-104」各型と混

用しないよう配慮されたが、運用期間は 1991 年までのわずか 5 年間に留まった。台湾空軍での「F-104J

／DJ」は部品互換性に起因する事故も多く、運用期間が短期間であったにも関わらず計 5 機が事故で失

われている33。 

このように、本事例は一般的な海外移転とは異なる、「返還義務により米国に返還された用途廃止品が、

米国により二次移転され軍事運用されたもの」だと言えよう。 

おわりに 

1980 年代に軍事運用された海外移転航空機事例を紹介してきたが、我が国から外国軍に直接移転され

た事例は一例も認められなかった。これらの事例を態様ごとに区分すると、「『汎用品』海外移転航空機が

二次移転され、軍事運用されたもの」と「返還義務により米国に返還された用途廃止品が、米国により二

次移転され軍事運用されたもの」に二分できる。これらを現在の防衛装備移転の枠組みに当てはめると、

双方とも、卵の「黄身」にあたる防衛装備移転政策には完全には合致しない態様だと言えよう。1980 年

代の事例では、「『汎用品』海外移転航空機が二次移転され、軍事運用されたもの」に区分される事例が最

 

 

 

台湾空軍「F-104J」 

尾形『翼』61 頁 
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多件数を占める。防衛装備移転政策が最厳格化していた 1980 年代当時にあって、移転元である我が国の

思惑に関わらず、移転先において「軍事的価値」が見いだされ軍事運用された「汎用品」海外移転航空機

事例がこれだけあったことは注目に値する歴史的事実だと言えるだろう。現在、紙面を賑わせている防

衛装備移転の想定対象は、高度な技術水準が要求されることから必然的に高価となる、「軍事専用」国産

開発装備品が想定されている34。だが、1980 年代の事例は「直接戦闘の用に供される」とは言い難い「汎

用品」に我が国の優位性が潜在することを示唆している。技術的には「直接戦闘の用に供される」とは言

い難い「汎用品」であっても「軍事運用」を主とするものであれば、防衛装備移転の主な想定対象に加え

る選択肢もあり得るだろう35。 

また、これらの事例の中で最多件数を占める「MU-2」の事例からは、移転先での維持整備体制確立の

重要性が示唆される。民生用として長期間にわたり多くの国で運用され続けている同機は移転先での維

持整備体制が確立しており、それを支えるサポート拠点が今なお世界各地に設けられている。他方、自衛

隊でのみで使用されている国産開発装備品の維持整備体制は必然的に日本国内のみに限られている。現

在の防衛装備移転実績の少なさを考えると、移転先での装備導入後の維持整備体制の確立が、防衛装備

移転を促進する一つの要因となるものと考えられる。 

「返還義務により米国に返還された用途廃止品が、米国により二次移転され軍事運用されたもの」に

あたる「F-104J／DJ」は、高度な技術水準が要求される装備品の事例だとも言える。本事例からは、現在

の防衛装備移転の主な想定対象である、「軍事専用」国産開発装備品の海外移転時に求められる要件が類

推される。台湾空軍での「F-104J／DJ」は事故が多発し、台湾空軍が保有する他形式の「F-104」との部

品共用性が低く、維持整備困難のためその運用は短期間に留まった。本事例からは、装備規格の斉一性や

部品規格標準化の必要性、部品互換性確認、技術図書の国際標準化など、高度な技術水準を要する防衛装

備移転におけるインター・オペラビリティ（Interoperability）確保の重要性が示唆される。既存の自衛隊

運用装備品を考えると、国産開発装備品もさることながら、ライセンス生産品についても、ライセンス生

産上の部品変更や日本独自の不具合改善などによる形態変更により、他国保有品との共通性が損なわれ

ている場合が十分にあり得る。現在、防衛装備庁で NATO 軍との装備規格の共通化が試みられているが、

他国装備品とのインター・オペラビリティ情報に関する官民の情報共有枠組みの確立が必要であろう36。 

1 東京読売新聞「ＰＡＣ３ 米に輸出へ完成品で初」2024 年 7 月 29 日）、東京読売新聞「艦艇用アン

テナ 輸出で日印合意」（2024 年 11 月 16 日）、日本経済新聞「『もがみ』型護衛艦、豪で選定なら共同

開発容認 政府 」（ 2024 年 11 月 29 日）、まにら新聞 「２年連続で ＯＳＡ協力 沿岸監視レーダー、 

複合艇供与／日本はＯＳＡを通じて総額 16 億円の沿岸監視レーダーや海軍向け高質ゴムボート無償供
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与」2024 年 12 月 6 日）、東京読売新聞「護衛艦『輸出』へ協議 日インドネシア再開 防衛相合意」

(2025 年 1 月 8 日）など、2024 年から 2025 年にかけて 国内外で 防衛装備移転の話題が多数報道され

ている。 

2 “Japan pitches 'superior' warships in bid to clinch $10 billion Australian contract”, ABC News , 17 

Dec2024, https://www.abc.net.au/news/2024-12-17/japans-pitch-to-clinch-10-billion-australian-

warship-prize/104737686 

3 2023 年度までに締結された 国産開発装備品の防衛移転実績は、2020 年に締結された比向け警戒監視

レーダー1 件のみとなっている。なお、我が国の防衛装備移転政策の対象は、軍隊が保有する装備品の

うち、「直接戦闘の用に供される」ものに限定されている。「防衛装備移転三原則」（平成２６年４月１

日閣議決定）。 

4 ストックホルム国際平和研究所（STOCKHOLM INTERNATIONAL PEACE RESEARCH 

INSTITUTE:SIPRI は 1950 年以降の国際武器移転に関するデータベースを公開している。同データベー

ス上、日本から海外移転された事例は 2025 年 1 月 11 日現在で 40 件に及ぶ。同データベースの収集対

象は、同所が規定する「主要武器」（major weapons）と規定されており、航空機、艦船、防空システ

ム、装甲車両等とされている。これらは「直接戦闘の用」に供されるか否かを区分されないことから、

その収集対象は、我が国の「防衛装備」の概念よりも 広範 だと考えられる。 “Arms transfers 

database”, SIPRI, 

https://armstransfers.sipri.org/ArmsTransfer/TransferData/transferResults?logic=on; Sources and 

methods””, SIPRI, https://www.sipri.org/databases/armstransfers/sources-and-methods 

5 経済産業省所管「外国為替及び外国貿易法」昭和 24 年法律第 228 号）を根拠法規として法体系が構

築されている。 

6 1989 年 4 月に民間の非営利総合推進機関である一般社団法人安全保障貿易情報センター（Center for 

International Security Trade Control: CISEC が設立された。これ以降、官民一体となった我が国の安全

保障貿易管理体制が確立した。 

7 「対米武器技術供与についての内閣官房長官談話」（1983 年 1 月 14 日）。 

8 熊谷独『モスクワよ、さらば－ココム違反事件の背景』（文藝春秋、1988 年）10 頁。「東芝機械事

件」の告発者である熊谷独は、事件の当事者として当時の輸出企業の実情や日本の安全保障貿易管理体

制を詳細に記している。熊谷は、「ソ連貿易に携わる日本の商社で『わが社のみはクリーンである』と

言える商社は 1 社もないと断言しても決して誇張ではない」と述べており、当時の輸出企業の安全保障
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貿易管理への意識は極めて低調であった。 

9 「日米相互防衛援助協定」昭和 29 年条約 6 号第 1 条。 

10 エアライナークラブ「YS-11 物語 日本が生んだ旅客機 182 機の歩みと現在」（JTB、2006 年）59

頁。 

11 オリンピック航空は、リース契約を除く保有 8 機の「YS-11」のうち、2 機を事故喪失していた。 

12 “NAMC YS-11A”, HELLENIC AIR FORCE, https://www.haf.gr/history/historical-aircraft/ys-11a/ 

13 三菱重工株式会社社史編さん委員会『海に陸にそして宇宙へ 続三菱重工業社史 1964-1989』（三菱

重工業、1990 年）725-727 頁。 

14 “MU-2 AUTHORIZED SERVICE CENTERS United States”, MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, 

https://mu-2aircraft.com/index.php?action=service_centers 

15 アルゼンチン空軍指揮下で運用された「MU-2」は計 4 機であり、「不死鳥航空隊」に登録番号

「MU2 LV-MOP」、「MU2 LV-OAN」、「MU2 LV-ODZ」が編入され、他部隊で「MU2 LV-MCV」が運用

された。“Escuadron Fenix”, Escuadron Fenix.Org, https://escuadronfenix.org.ar/escuadron-fenix/ 

16 Por Escuadr, “Aero y Tripulantes Civiles y Militares Convocados por la Fuerza Aerea Argentina 

para la Gesta por Malvinas en 1982”, Escuadron Fenix.Org, last updated July 26, 2019, 

https://escuadronfenix.org.ar/cuadros-de-las-cuatro-misiones-de-guiado-del-mitsubishi-mu-2/ 

17 英国のウェブサイト「Aeroflight」の「ドミニカ空軍 MU-2」HP では、ドミニカ空軍は 1982 年に

MU-2J1 機を導入し 1988 年 9 月に登録番号 N68DA として売却したとの記載があり、運用時期不明なが

ら更に 2 機を使用したとの記載がある。“Dominican Republic Air Force Aircraft Types Mitubishi MU-

2J“Retired””, aeroflight, https://www.aeroflight.co.uk/waf/americas/dominican_rep/DomRep-af-

MU2.htm 

 また、航空機、航空会社、飛行場に関するデータベース「rzjets.net」の「MU-2」HP では、通算

548 号機、登録番号 N68DA が米国の航空会社に 1992 年に売却された以降の記録があるが、それ以前の

記録は未記載である。“Mitsubishi MU-2 production list Mitsubishi MU-2: 701 frames Total:701 

frames”, rzjets, https://rzjets.net/aircraft/?page=8&typeid=247 
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18 日本においても、米海軍への訓練支援役務に従事する ATAC 社の英国製ホーカー・ハンター戦闘機が

在日米軍基地から行動する事例が見られる。ATAC Hawker Siddeley Hawker Hunter (N321AX) 航空フ

ォト, Fly Team Aviation Community, https://flyteam.jp/photo/3946363 

19 “rzjets.net”. 

20 1986 年 2 月 16 日に「SE-IOU」が事故により失われ、1986 年 3 月 15 日に「SE-IOX」が射撃訓練場

でスウェーデン軍の誤射により失われている。“ASN Wikibase Occurrence # 137033”, AVIATION 

SAFETY NETWORK, https://aviation-safety.net/wikibase/137033; “ASN Wikibase Occurrence # 

28547”, AVIATION SAFETY NETWORK, https://aviation-safety.net/wikibase/2854 

21 現在でも欧州市場には「MU-2」のサポート拠点 1 カ所が設けられているが、その運営企業はサーブ

社である。また、サーブ社は現在も「MU-2」をはじめとする自社保有航空機により、スウェーデン軍

及び欧州各国軍に標的曳行・電子戦訓練役務を提供している。Aerial Target Services””, SAAB, 

https://www.saab.com/products/aerial-target-services 

22 “rzjets.net”. 

23 Ibid.なお、ティンドール米空軍基地における「MU-2」を用いた訓練支援役務は、1998 年からエアフ

ァーストアビエーション社（AIR 1st Aviation Company）に引き継がれている。“US Air Force 

Contract”, AIR 1ST Aviation Companies, https://tyndall.air1st.com/component/content/article/2-

general/12-us-air-force-contract.html 

24 1989 年 2 月 28 日に「N701DM」がカリフォルニア州沿岸で米海軍への対空挺迎撃訓練役務に従事

後、事故により失われている。“ASN Wikibase Occurrence # 28734”, AVIATION SAFETY NETWORK, 

last updated August 4, 2017,https://asn.flightsafety.org/wikibase/28734 

25 複数資料で確認できず確証が得られなかった事例として、“rzjets.net”に通算 675 号機、登録番号 C-

FTWO 及び 683 号機、登録番号 C-FIFE が米海軍航空本部（NAV AIR によりチャーター運用された記録

がある。また、米国防産業協会（National Defense Industrial Association）HP 上の同協会理事長ロブ

退役中将（RADM James A.Robb USN Ret）追悼記事中に記載された同退役中将の経歴の中に、米空軍

第 4477 試験評価飛行隊での勤務時の同退役中将の搭乗機種の一つとして「MU-2」が挙げられている。 

また、本稿の対象外である 2009 年には、米国民間機籍にあった「MU-2」4 機がニュージーランド空

軍に訓練機として購入されている。“Mitsubishi MU-2 production list Mitsubishi MU-2: 701 frames 

Total:701 frames”, rzjets, https://rzjets.net/aircraft/?page=10&typeid=247; “Keith Stalder NTSA 

Mourns the Passing of President,RADM James A. Robb,USN(Ret)”, National Defence Industrial 
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Association, https://www.ndia.org/about/press/press-releases/2023/11/8/radm-robb---farewell;  

“NZDF-SERIALS Australian & New Zealand Military Aircraft Serials & History Mitsubishi MU-2F 

(Instructional Airframes) 0222G to 0225G”, The ADF-Serials & NZDF-Serials Team, http://www.adf-

serials.com.au/nz-serials/nzmu-2f.htm 

26 「汎用品」の海外移転後の管理は極めて困難であり、佐藤丙午が指摘しているように、その軍事利用

状況の完全な把握は不可能だと言える。佐藤丙午「『武器輸出三原則等』から『防衛装備移転三原則』

へ」『国際安全保障』第 49 巻 4 号（2022 年 3 月）82-99 頁。 

27 尾形誠「台湾海峡の守りに就いた航空自衛隊 F-104」『翼』47 号（2023 年 7 月）54-68 頁 。 

28 海上自衛隊に 2014 年から就役した C-130R 輸送機は、このような再生機である。 

29 1980 年代には「F-104」の新規製造は既に終了していたことから、新造機の提供は不可能であった。 

30 唐飛、王長河、葛惠敏『用生命築長城 F-104 星式戰鬥機臺海捍衛史』（布克文化出版部、2021 年）

53-60 頁。 

31 同上、63-65 頁。 

32 同上、60、61 頁。 

33 同上、61-63 頁。 

34 現行の防衛装備移転制度自体は、「防衛装備移転三原則」、「防衛装備移転三原則の運用指針」などに

より規定化されているが、注 1 に示すように、現在、紙面を賑わしている想定対象は、高度な技術水準

が要求されることから必然的に高価となる「軍事専用」国産開発装備品だと言える。 

35 通常兵器の「意図せざる拡散」防止は困難であり、ワッセナー・アレンジメントなど既存の国際輸出

管理レジームの枠組みでは、このリスクを完全には排除できない。このため、現在の防衛装備移転政策

では「防衛装備移転三原則」、「防衛装備移転三原則の運用指針」などで様々な制約を課している。技術

的には「直接戦闘の用に供される」とは言い難い「汎用品」であっても「軍事運用」を主に想定するも

のを海外移転するのであれば、既存の防衛装備移転と同等の制約を課すべきであろう。 

36 NATO カタログ制度への参画など、防衛装備庁を中心とした他国装備品とのインター・オペラビリテ

ィ確保にむけての施策が行われつつあるが、既存装備品に対する取り組みなど更なる推進が必要であろ

う。“ＮＡＴＯカタログ制度について”, 防衛装備庁, https://www.mod.go.jp/atla/ncs.html 
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